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船舶インシデント調査報告書 

 

                            平成２８年９月１日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２７年８月１１日 ２１時３０分ごろ 

発生場所 北海道根室市納沙布
の さ っ ぷ

岬東北東方沖 

 納沙布岬灯台から真方位０７０°１８５海里付近 

（概位 北緯４４°２６.０′ 東経１４９°５１.０′） 

インシデントの概要 漁船第一○三晃
こう

祥
しょう

丸は、帰航中、主機が停止し、運航不能となっ

た。 

インシデント調査の経過 平成２８年３月３日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（函館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第一○三晃祥丸、１９トン  

ＨＫ２－２２２２６（漁船登録番号）、個人所有 

１３.９３ｍ（Lr）×３.２８ｍ×１.１９ｍ、軽合金 

ディーゼル機関、５５８.２５kＷ、平成１１年４月 

第２００－３２４８０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５２年６月１０日 

免許証交付日 平成２３年２月２日 

         （平成２８年１２月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 東、風力 １ 

海象：波高 約１.５ｍ 

 インシデントの経過 

 

 本船は、船長ほか５人が乗り組み、納沙布岬東北東方沖のさんま
．．．

棒

受網漁の漁場から帰航中、平成２７年８月１１日２１時３０分ごろ主

機の潤滑油圧力低下警報が鳴り、主機が停止した。 

 本船は、船長が、機関整備業者と連絡を取りながら主機の始動操作

を試みたが、始動できないので所属する漁業協同組合に連絡し、海上

保安庁に本インシデントの発生を通報して巡視船及び僚船にえい
．．

航さ

れ、北海道根室市花咲港に帰った。 

 主機は、本インシデント後、機関整備業者が開放点検を行ったとこ
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ろ、５番シリンダの燃料噴射弁の配管接続部が緩み、漏えい
．．

した燃料

油がシリンダヘッドの吸気弁及び排気弁の弁ガイドと弁棒との隙間か

ら燃焼室を経て油受内の潤滑油に混入し、粘度が低下するなど同油の

性状が劣化しており、１番シリンダのピストンが焼き付いていること

が判明した。 

 その他の事項 船長は、２１時００分ごろ、主機のオイルミスト抜き管から潤滑油

が漏えい
．．

していることに気付いたが、その時は警報が発せられなかっ

たこと及び油受内の潤滑油量を確認し、異常がないと判断したので航

行を継続した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、納沙布岬東北東方沖の漁場から帰航中、潤滑油の性状が劣

化した状態で運転が続けられたことから、１番シリンダのピストンが

焼き付き、主機の運転ができなくなり、運航不能となったものと考え

られる。 

 本船は、主機５番シリンダの燃料噴射弁の配管接続部が緩んだこと

から、同接続部から漏えい
．．

した燃料油がシリンダヘッドの吸気弁及び

排気弁の弁ガイドと弁棒との隙間を通って油受内の潤滑油に混入し、

粘度が低下するなど潤滑油の性状が劣化したものと考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、納沙布岬東北東方沖の漁場から

帰航中、潤滑油の性状が劣化した状態で運転が続けられたため、１番

シリンダのピストンが焼き付き、主機の運転ができなくなったことに

より発生したものと考えられる。  

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・主機の潤滑油は、適宜、臭い、色相、粘度等を確認し、必要に応

じて交換すること。 

 


